
新
潟
・野
中
土
手
付
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
北
蒲
原
郡
加
治
川
村
大
宇
野
中
学
野
中
止
手
付

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
八
年

（平
１０
）
五
月
１
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
新
潟
県
教
育
委
員
会

・
餓
新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業

団

４
　
調
査
担
当
者
　
飯
坂
盛
泰

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
古
墳
時
代
、
平
安
時
代
―
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

新
潟
平
野
の
北
部
を
流
れ
る
加
治
川
と
胎
内
川
に
挟
ま
れ
た
沖
積
低
地
は
、

現
在
美
田
と
な
っ
て
い
る
が
、

往
時
は
近
世
に
干
拓
さ
れ
た
塩

津
潟

（紫
雲
寺
潟
）
が
存
在
し

て
い
た
。
塩
津
潟
の
東
側
に
は

新
潟
砂
丘
を
挟
ん
で
日
本
海
が
、

鞣

西
側
に
は
櫛
形
山
脈
が
砂
丘
と

田

ｔ
ぼ
平
行
す
る
よ
う
に
、
南
西

霧

か
ら
北
東
に
向
か
つ
て
走
っ
て

い
る
。

遺
跡
は
塩
津
潟
の
南
東
に
発
達
し
た
湖
岸
堤
防
上
に
立
地
し
、
標
高
は
約

六
ｍ
で
あ
る
。
発
掘
調
査
は
、
日
本
海
沿
岸
自
動
車
道
建
設
の
た
め
の
土
運
搬

道
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
約
三
〇
〇
〇
ド
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
も
の
と
平
安
時
代
の
も
の
が
あ
る
。

平
安
時
代
の
遺
構
に
は
、
掘
立
柱
建
物

・
井
戸

・
ピ
ッ
ト

・
畝
状
小
溝

・
杭
列

な
ど
が
あ
る
。
発
掘
幅
が
狭
少
な
た
め
掘
立
柱
建
物
全
体
を
検
出
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
大
型
の
方
形
掘
形
を
持
つ
建
物
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
遺
構
群
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
、
自
然
流
路
が
二
本
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
二
本

の
自
然
流
路
は
、
中
世
ま
で
存
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
来
は

一
本
の
流

路
が
、
こ
の
上
流
で
二
本
に
分
岐
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
北
側
の

遺
構
群
の
北
に
は
南
西
か
ら
北
東
に
並
ぶ
抗
列
が
あ
る
。
杭
列
を
境
に
し
て
西

側
に
は
遺
構
が
ま
っ
た
く
無
く
な
る
こ
と
か
ら
、
土
地
利
用
の
境
界
を
示
す
杭

列
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
の
遺
物
と
し
て
は
、
土
器
と
木
器
が
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
土

器
に
は
、
須
恵
器
の
杯

・
杯
蓋

・
奏

。
椀

・
長
甕
な
ど
が
あ
り
、
杯
な
ど
の
食

膳
具
の
中
に
は
、
「方
」
「道
□
」
「王
」
「凡
」
「十
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
墨
書

土
器
が
存
在
す
る
。
木
器
は
、
糸
巻
具

・
横
槌

・
火
鑽
臼
な
ど
の
日
常
生
活
道

具
の
ほ
か
に
斎
串
や
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
二
点
の
木
簡
は
、
南
側
の
自
然
流
路
Ｓ
Ｄ
二
四
か
ら
出
土

し
た
も
の
で
、
②
は
近
接
し
た
中
世
集
落
で
破
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
遺
跡
の
北
約
二
ｋｍ
に
は
砂
山
道
下
遺
跡

（加
治
川
村
、
本
誌
第
二
一
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号
）
が
、
北
東
約
四
ｋｍ
に
は
船
戸
川
崎
遺
跡

（中
条
町
、
本
誌
第
二
一
号
）
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
塩
津
潟
の
湖
岸
堤
防
上
の
自
然
流
路
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
中
世
と

古
代
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔七
カ
〕

①

　

□
旧
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

Ｘ
ё
巡

Φ解

②

　

「
（符
繰
）
子
子
急
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（時こ

益
巽
『
ｏ解

⑪
の
左
端
は
原
形
を
留
め
る
が
、
上
下
端
お
よ
び
右
端
は
欠
損
し
て
い
る
。

片
面
の
み
に
墨
書
が
見
ら
れ
る
が
、
意
味
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。　
一
文
字
目
は

「七
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
木
簡
の
右
端
が
欠
失
し
て
い
る
た
め
横
線
の
止

め
が
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
、
二
画
目
の
止
め
も
途
中
で
止
ま
っ
て
い
る
感
じ
が

あ
り
、
「廿
」
の
可
能
性
も
あ
る
。
三
文
字
目
は

「川
」
と
考
え
ら
れ
る
が
、

他
の
二
文
字
に
比
し
て
文
字
全
体
が
細
く
、
三
画
目
の
縦
線
は
上
部
の
一
部
に

墨
痕
が
残

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

②
は
、
下
端
部
の
一
部
を
欠
損
し
て
い
る
呪
符
木
簡
で
あ
る
。
頭
部
は
主
頭

状
と
い
う
よ
り
は
円
頭
状
を
呈
し
、
表
面
下
部
に
は
削
り
痕
が
維
に
認
め
ら
れ

る
。
上
部
の

「子
」
字
上
に
も
か
す
か
に
墨
痕
が
見
ら
れ
、
符
線
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
縦
横
に
直
線
を
ひ
く

「四
縦
五
横
」
、
な
い
し
は
二
行
三
段
に

「日
」
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
子
細
に
観
察
す
る
と
、
上
端
は

横
線
の
上
に
縦
線
が
飛
び
出
て
い
な
い
の
で
、
後
者
の
可
能
性
が
強
い
。
「急
」

の
下
段
に
は
墨
痕
が
若
千
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
呪
行
の
定
型
句
で
あ
る

「急
々
如
律
令
」
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
例
は
伴
出
遺
物
か
ら

年
代
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
形
態
や
文
言
か
ら
中
世
の
呪
符
木
簡
と

考
え
ら
れ
る
。

９
　
関
係
文
献

働
新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
年

報
　
平
成

一
〇
年
度
』
全

九
九
九
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
（戸
根
与
八
郎
）

1999年出土の木簡

H― H9)

♀                     19前

平安時代遺構図
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